
◆特別養護老人ホーム◆

科学的介護 特定処遇

推進体制加算 改善加算

(1日あたり） （ひと月あたり） （30日あたり）

要介護１ 652 2,100 1,445 46 18 4 4,265 50 588

要介護２ 720 2,100 1,445 46 18 4 4,333 50 643

要介護３ 793 2,100 1,445 46 18 4 4,406 50 722

要介護４ 862 2,100 1,445 46 18 4 4,475 50 780

要介護５ 929 2,100 1,445 46 18 4 4,542 50 836

＊新規入所の場合は、入所後30日間、初期加算(１日３０円)が加算されます。

＊その他、日用品費が実費で加算されます。

＊その他、加算等で料金が変わる場合があります。

＊第１〜第３段階の利用者は、居住費・食費は上記の金額と異なります。

＊お小遣い管理を希望される場合は、管理料として５００円／月を頂きます。

※介護職員等ベースアップ等加算（加算率１.６％）　　
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ご 利 用 料 金 表 (自己負担1割の方：所得に応じて居住費と食費以外は2割3割負担になります)

社会福祉法人はくさん会　美杉の郷　(単位：円）
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